
 奈良県広域水道企業団会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和８年３月２７日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団企業管理規程第１１号 

奈良県広域水道企業団会計規程の一部を改正する規程 

奈良県広域水道企業団会計規程（令和７年３月企業管理規程第３１号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第２項第２号を削り、同条第３号を第２号とする。 

第４条第１項第１号中「振り出すこと」の次に「及び棚卸資産及び棚卸資産

以外の物品の出納保管に関する事務」を加え、同条第２号を削り、同条第３号

を第２号とする。 

第４８条第２項、第６０条第１項から第３項、第６１条、第６２条第１項及

び第２項、第７４条第２項、第８２条中「契約財産課長」を「財務課長」に改

める。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 


